
推計値 2020 年度 2021年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度
①量の見込み 520 541 529 515 513

２号認定 275 293 285 275 277 
３号認定 245 248 244 240 236
０歳 76 76 74 72 72 
１・２歳 169 172 170 168 164 

②確保目標量 405 425 425 425 425
特定保育・保育施設 405 425 425 425 425
２号認定 220 220 220 220 220
教育ニーズ 0 0 0 0 0
保育ニーズ 220 220 220 220 220

３号認定 185 205 205 205 205
０歳 46 56 56 56 56
１・２歳 139 149 149 149 149

地域型保育（３号認定） 0 0 0 0 0
０歳 0 0 0 0 0
１・２歳 0 0 0 0 0

乖離（②－①） －115 －116 －104 －90 －88

推計値 2020 年度 2021年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度
①量の見込み 3,682 3,724 3,669 3,614 3,558 
②確保目標量 3,682 3,724 3,669 3,614 3,558 

乖離（②－①） 0 0 0 0 0

推計値 2020 年度 2021年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度
①量の見込み 82 82 80 78 78 
②確保目標量 82 82 80 78 78 

乖離（②－①） 0 0 0 0 0

推計値 2020 年度 2021年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度
①量の見込み 37 39 38 37 37

１号認定 37 39 38 37 37
２号認定 0 0 0 0 0

②確保目標量 105 105 105 105 105
１号認定 105 105 105 105 105
２号認定 0 0 0 0 0
乖離（②－①） 68 66 67 68 68

基本目標 若者が地元で働き、結婚しやすい環境づくりⅧ

事業名 ①企業活動の活性化　②若年者の就業能力の開発　
③若年者のＵ・Ｊ・Ｉターンの促進

：多様な就労の場の確保と就労の支援施策１

基本目標 要保護児童へのきめ細かな取組の推進Ⅶ

事業名
①要保護児童対策地域協議会の推進　②相談機能の強化　③虐待の発生予防対策の推進
④虐待の早期発見と対応　⑤主任児童委員、民生児童委員の活用　⑥虐待防止ネットワークの強化
⑦虐待児童の保護・支援

：児童虐待防止対策の充実取組施策１

事業名
①児童扶養手当の支給　②遺児手当の支給　③婦人相談の充実　④ひとり親家庭等医療費の支給
⑤母子寡婦福祉資金の貸付　⑥母子家庭日常生活支援事業　⑦母子家庭等への保育サービスの充実　
⑧母子家庭等への情報提供・相談対応の充実

：ひとり親家庭等の自立支援の推進取組施策２

事業名
①特別児童扶養手当の支給　②障害児福祉手当の支給　③重度心身障害者医療費の支給
④健康診査等の推進　⑤障がい児の育児相談　⑥特別支援教育体制の充実
⑦保育サービス等の障がい児受入体制の充実

：障がい児施策の充実取組施策３

（1）教育・保育施設の量の見込み及び確保方策
1.教育施設（幼稚園、認定こども園）

●

●

認可保育所（第二日の出保育園）は、2020（令和２）年４月に幼保連携型認定こども園
（こども園おひさま）に移行予定です。
児童の利用状況等に応じて、年度ごとに定員の見直しを実施し、全員が希望する施設
を利用できるよう図ります。また、１号認定のニーズが高まっているため、ニーズに合
わせ１号認定の定員設定をしていきます。
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■ 教育施設（幼稚園、認定こども園）の量の見込みと確保目標量 単位：人

2.保育施設（認定こども園、認可保育所）

● 確保目標量が量の見込みを下回っていますが、当町は近隣市町村への広域利用希望が多いた
め、保育の提供量は満たせると思われます。今後も児童の利用状況等に応じて、年度ごとに定
員の見直しを実施し、全員が希望する施設を利用できるよう図ります。

■ 保育施設（認定こども園、認可保育所）の量の見込みと確保目標量

※町内には、小規模保育事業、事業所内保育事業（企業主導型保育施設）、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業がありませんが、今後は実施の意向
　を示す事業者がある場合には、実施について協議していきます。

単位：人

（２）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策
1.地域子育て支援拠点事業

● 引き続き、町内の認定こども園で事業を実施して、町内全域の児童が支援拠点を利用できるよ
う図ります。

■ 地域子育て支援拠点事業の量の見込みと確保目標量 単位：人回

2.乳児家庭全戸訪問事業

● 今後も助産師の訪問指導を実施し、母子の健康確保や、保護者の育児不安の軽減を図ります。

■ 乳児家庭全戸訪問事業の量の見込みと確保目標量 単位：人
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